
議第５９号 

飛騨高山まちの体験交流館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について 

 飛騨高山まちの体験交流館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

するものとする。 

  令和３年６月１日提出 

高山市長  國 島  芳 明   

提案理由 

飛騨高山まちの体験交流館の管理を指定管理者に行わせるため改正しようとする。 



飛騨高山まちの体験交流館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

飛騨高山まちの体験交流館の設置及び管理に関する条例（平成２９年高山市条例第４３号）の一

部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

 （管理）  （指定管理者による管理） 

第３条 まちの体験交流館の管理に関する業務

は、高山市教育委員会（以下「教育委員会」

という。）が行う。 

第３条 まちの体験交流館の管理に関する業務

は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項の規定により、指定管

理者（同項に規定する指定管理者をいう。以

下同じ。）に行わせるものとする。 

  

 （事業）  （事業） 

第４条 まちの体験交流館は、次に掲げる事業

を行う。 

第４条 まちの体験交流館は、次に掲げる事業

を行う。 

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略） 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、教育委員会

において必要と認める事業 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、高山市教育

委員会（以下「教育委員会」という。）に

おいて必要と認める事業  

  

  （指定管理者が行う管理の基準） 

 第４条の２ 指定管理者は、この条例及び高山

市公の施設における指定管理者の指定の手続

等に関する条例（平成１７年高山市条例第５

号）並びにこれらの条例に基づく規則の規定

に従い、まちの体験交流館の管理を適正に行

わなければならない。 

  

  （指定管理者が行う業務の範囲） 

 第４条の３ 指定管理者は、次に掲げる業務を

行うものとする。 

 ⑴ 第４条に規定する事業の実施に関する業

務 

 ⑵ 次条に規定する貸出施設及び第１７条に



規定する附属施設の使用の許可、取消し及

び停止に関する業務 

  ⑶ 次条に規定する貸出施設の使用に係る使

用料の徴収及び減免並びに第１８条第１項

に規定する附属施設の使用料の徴収に関す

る業務 

 ⑷ まちの体験交流館の維持管理に関する業

務 

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、教育委員会

において必要と認める業務  

  

 （使用の許可）  （使用の許可） 

第５条 まちの体験交流館の茶室・和室、伝統

文化体験室、研修室及び交流広場（以下「貸

出施設」という。）を使用しようとする者

は、あらかじめ教育委員会に申請し、その許

可を受けなければならない。 

第５条 まちの体験交流館の茶室・和室、伝統

文化体験室、研修室及び交流広場（以下「貸

出施設」という。）を使用しようとする者

は、あらかじめ指定管理者に申請し、その許

可を受けなければならない。 

２ 教育委員会は、まちの体験交流館の管理上

必要であると認めるときは、前項の許可に条

件を付することができる。 

２ 指定管理者は、まちの体験交流館の管理上

必要であると認めるときは、前項の許可に条

件を付することができる。 

  

 （使用の不許可）  （使用の不許可） 

第７条 教育委員会は、次の各号のいずれかに

該当する場合は、貸出施設の使用を許可しな

い。 

第７条 指定管理者は、次の各号のいずれかに

該当する場合は、貸出施設の使用を許可しな

い。 

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略） 

  

 （使用許可の取消し等）  （使用許可の取消し等） 

第８条 教育委員会は、使用者が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、貸出施設の使用の

許可を取り消し、又は使用の停止を命ずるこ

とができる。 

第８条 指定管理者は、使用者が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、貸出施設の使用の

許可を取り消し、又は使用の停止を命ずるこ

とができる。 

⑴～⑹ （略） ⑴～⑹ （略） 



２ 前項の規定により使用の許可を取り消さ

れ、又は使用の停止を命じられたことにより

使用者が受ける損失の補償については、教育

委員会はその責を負わない。 

２ 前項の規定により使用の許可を取り消さ

れ、又は使用の停止を命じられたことにより

使用者が受ける損失の補償については、指定

管理者はその責を負わない。 

  

 （使用料）  （使用料） 

第９条 （略） 第９条 （略） 

 

 

２ 前項の使用料は、別表第１に定める額の範

囲内において、指定管理者が市長の承認を得

て定めるものとする。 

２ 前項に規定する使用料は、前納しなければ

ならない。ただし、市長において特別の理由

があると認めるときは、この限りでない。 

３ 第１項に規定する使用料は、前納しなけれ

ばならない。ただし、市長において特別の理

由があると認めるときは、この限りでない。 

  

  （使用料等の収入） 

 

 

 

 

第９条の２ 市長は、指定管理者に第４条第５

号に規定する地場産品の販売に伴う収入、前

条第１項に規定する使用料及び第１８条第１

項に規定する附属施設の使用料を当該指定管

理者の収入として収受させる。 

  

 （使用料の減免）  （使用料の減免） 

第１０条 市長は、公益上その他必要と認める

ときは、使用料を減免することができる。 

 

第１０条 指定管理者は、市長が公益上その他

必要と認めるときは、第９条第１項に規定す

る使用料を減免することができる。 

  

 （特別の設備）  （特別の設備） 

第１２条 使用者は、貸出施設に特別の設備を

し、又は備付けの器具以外の器具を搬入しよ

うとするときは、あらかじめ教育委員会の許

可を受けなければならない。 

第１２条 使用者は、貸出施設に特別の設備を

し、又は備付けの器具以外の器具を搬入しよ

うとするときは、あらかじめ指定管理者の許

可を受けなければならない。 

  

 （職員の立入り）  （職員の立入り） 



第１４条 使用者は、まちの体験交流館の職員

が職務執行のために使用者が使用中の場所に

立ち入ることを拒むことができない。 

第１４条 使用者は、指定管理者の職員が職務

執行のために使用者が使用中の場所に立ち入

ることを拒むことができない。 

  

 （禁止行為）  （禁止行為） 

第１５条 まちの体験交流館においては、次に

掲げる行為をしてはならない。ただし、教育

委員会が特に認めたときは、この限りでな

い。 

第１５条 まちの体験交流館においては、次に

掲げる行為をしてはならない。ただし、教育

委員会が特に認めたときは、この限りでな

い。 

⑴～⑺ （略） ⑴～⑺ （略） 

⑻ 営利を目的とした物品の販売その他これ

に類する行為（教育委員会が特に必要と認

め、第５条第１項の許可をしたものを除

く。） 

⑻ 営利を目的とした物品の販売その他これ

に類する行為（指定管理者が特に必要と認

め、第５条第１項の許可をしたものを除

く。） 

  

 （損害の賠償等）  （損害の賠償等） 

第１６条 使用者又は利用者は、まちの体験交

流館の施設その他の物件を損傷又は滅失した

ときは、教育委員会の指示するところに従

い、これを原状に復し、又はその損害を賠償

しなければならない。 

第１６条 使用者又は利用者は、まちの体験交

流館の施設その他の物件を損傷又は滅失した

ときは、指定管理者の指示するところに従

い、これを原状に復し、又はその損害を賠償

しなければならない。 

２ 天災その他の市の責めに帰さない理由によ

って、使用者又は利用者に生じた損害につい

ては、市はその責めを負わない。 

２ 天災その他の指定管理者の責めに帰さない

理由によって、使用者又は利用者に生じた損

害については、指定管理者はその責めを負わ

ない。 

  

 （附属施設の使用）  （附属施設の使用） 

第１７条 教育委員会は、まちの体験交流館の

休憩所（以下「附属施設」という。）につい

ては、次項に定める要件を具備した者に、そ

の使用を許可することができる。 

第１７条 指定管理者は、まちの体験交流館の

休憩所（以下「附属施設」という。）につい

ては、次項に定める要件を具備した者に、教

育委員会の承認を得てその使用を許可するこ

とができる。 

２ （略） ２ （略）  

  



 （附属施設の原状回復義務）  （附属施設の原状回復義務） 

第２１条 附属施設の使用者の死亡、解散若し

くは廃業又は業務許可の取消しその他の理由

により附属施設の使用資格が消滅したとき

は、相続人、清算人、代理人又は本人は、教

育委員会の指定する期間内に当該施設を原状

に復して返還しなければならない。ただし、

教育委員会の承認を受けた場合は、この限り

でない。 

第２１条 附属施設の使用者の死亡、解散若し

くは廃業又は業務許可の取消しその他の理由

により附属施設の使用資格が消滅したとき

は、相続人、清算人、代理人又は本人は、指

定管理者の指定する期間内に当該施設を原状

に復して返還しなければならない。ただし、

教育委員会の承認を受けた場合は、この限り

でない。 

  

 （附属施設の許可の取消し等）  （附属施設の許可の取消し等） 

第２２条 教育委員会は、附属施設について災

害の予防その他まちの体験交流館の管理上必

要があると認められるときは、附属施設の使

用者に対し、使用の許可の全部若しくは一部

を取り消し、又は使用の制限若しくは停止そ

の他の必要な措置を命ずることができる。 

第２２条 指定管理者は、附属施設について災

害の予防その他まちの体験交流館の管理上必

要があると認められるときは、附属施設の使

用者に対し、教育委員会の承認を得て使用の

許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使

用の制限若しくは停止その他の必要な措置を

命ずることができる。 

  

 （検査等）  （検査等） 

第２４条 教育委員会は、附属施設の使用者に

対し、附属施設の使用状況について検査し、

又は報告を求めることができる。 

第２４条 指定管理者は、附属施設の使用者に

対し、附属施設の使用状況について検査し、

又は報告を求めることができる。 

  

 （補修命令）  （補修命令） 

第２５条 教育委員会は、附属施設の使用者が

故意又は過失により附属施設若しくは附属施

設に係る設備を毀損し、又は滅失したとき

は、当該附属施設の使用者に対してその補修 

第２５条 指定管理者は、附属施設の使用者が

故意又は過失により附属施設若しくは附属施

設に係る設備を毀損し、又は滅失したとき

は、当該附属施設の使用者に対してその補修 

を命じ、又はその費用の弁償を命ずることが

できる。 

を命じ、又はその費用の弁償を命ずることが

できる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。 



（経過措置） 

２ この条例の施行日前に改正前の飛騨高山まちの体験交流館の設置及び管理に関する条例の規定

によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の飛騨高山まちの体験交流館の設置及び管理

に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

３ 改正後の飛騨高山まちの体験交流館の設置及び管理に関する条例における使用料の規定は、施

行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従

前の例による。 

（準備行為） 

４ 改正後の飛騨高山まちの体験交流館の設置及び管理に関する条例の規定により指定管理者に飛

騨高山まちの体験交流館の管理を行わせるための準備行為は、この条例の施行日前においても行

うことができる。 

 


